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近
世
大
坂
生
玉
神
社
に
お
け
る
社
家
仲
間

は
じ
め
に

大
坂
城
か
ら
四
天
王
寺
へ
南
北
に
連
な
る
上
町
台
地
に
は
、
寺
院
が
密
集
す
る

寺
町
が
あ
る
。
そ
の
ほ
ほ
中
間
地
点
に
、
周
辺
と
は
異
な
る
空
間
が
あ
る
。
こ
こ

に
本
稿
で
取
上
げ
る
生
玉
神
社
(
生
国
魂
神
社
)
は
あ
る
。
寺
町
は
近
世
初
期
の
城

下
町
建
設
の
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
に
あ
る
神
社
に
つ
い

て
は
、

「
摂
津
名
所
図
会
」
な
ど
の
名
所
案
内
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

記
述
以
上
の
姿
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
史
料
の
残
存
状
況

が
関
係
す
る
。
明
治
初
期
の
神
仏
分
離
や
火
災
・
戦
災
な
ど
に
よ
り
、
近
世
の
旧

観
と
と
も
に
史
料
が
失
わ
れ
た
よ
う
で
、
観
光
案
内
に
記
さ
れ
た
内
容
以
上
の
こ

と
は
不
明
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
和
泉
市
教
育
委
員
会
と
大
阪
市
立
大
学
の
合
同
調
査
は
、

O
七
年

度
で
十
一
回
目
を
数
え
た
。

O
七
年
度
は
、
和
泉
市
池
田
下
町
泉
財
の
門
林
啓
三

{3) 

氏
が
所
蔵
す
る
史
料
群
を
軸
に
調
査
を
行
っ
た
が
、
そ
の
準
備
過
程
で
、
大
坂
生

玉
神
社
に
関
す
る
史
料
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
史
料
は
、
天
保
十

山

下

聡

(
一
人
三
九
)
年
に
門
林
家
が
生
玉
神
社
社
家
藤
江
家
へ
養
子
と
し
て
入
り
、
天
保

一
三
年
に
退
い
て
帰
村
し
た
た
め
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
概
ね
社
家

を
勤
め
る
な
か
で
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で
、
社
家
の
活
動
実
態
が
わ
か
る
稀
有

な
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
養
子
入
り
を
す
る
家
に
残
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
た
め
、
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神
社
内
部
か
ら
は
み
え
な
い
局
面
を
映
し
出
す
意
味
で
も
、
貴
重
な
史
料
群
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
史
料
を
用
い
る
こ
と
で
、
今
ま
で
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
生

玉
神
社
の
姿
に
迫
ろ
う
と
思
う
。

日
本
近
世
の
都
市
史
研
究
を
牽
引
す
る
吉
田
伸
之
は

巨
大
都
市
江
戸

般
に

都解
市消
のき
全れ
体な
樫い

這都
を市

量早
;ゑ
g;な
EE 小

轟埜
唱喜
す〈掛

ぞ審

ii 
Eき与盟、，

寺 E
の会

内通
部じ
集て
回

の
あ
り
様
と
周
辺
社
会
と
の
関
係
を
空
間
構
造
と
か
ら
め
て
把
握
し
た
寺
院
社
会

論
は
、
生
玉
神
社
の
神
社
社
会
を
解
明
す
る
た
め
の
理
論
的
前
提
で
あ
る
。
た
だ

し
、
近
世
の
都
市
大
坂
研
究
に
お
い
て
、
特
定
の
寺
院
・
神
社
を
磁
極
に
形
成
さ

ちれ
遜る
れ地
て域
い社
る主会
。論

都は
市
大蔵
坂屋
の叡

審藩
社邸

社
会会
主論

握や

ZE 
た社
め会
に論
もな
、ど

神に
社比
社ベ
会て
論立



研究論文

の
構
築
は
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
、
っ
。

以
上
の
課
題
認
識
の
も
と
、
門
林
啓
三
氏
所
蔵
史
料
に
伝
来
す
る
生
玉
神
社
関

係
史
料
を
主
と
し
て
用
い
、
生
玉
神
社
の
神
社
社
会
論
に
迫
り
た
い
と
思
う
。
た

だ
し
、
右
で
述
べ
た
よ
う
な
史
料
の
伝
来
経
過
か
ら
、
史
料
か
ら
見
え
る
視
野
も

自
ず
と
制
約
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
節
で
は
生
玉
神
社
の
空
間
構

成
と
内
部
集
団
の
特
徴
を
窺
い
、
そ
の
な
か
で
の
社
家
の
位
置
を
押
さ
え
、
ニ
節

以
下
で
は
社
家
仲
間
の
内
実
を
考
察
し
た
い
。
と
く
に
門
林
家
の
養
子
相
続
の
閑

題
を
意
識
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

生
玉
神
社
の
空
間
構
成

生
玉
神
社
の
空
間
構
成
を
具
体
的
に
描
く
史
料
と
し
て
、

「
摂
州
束
成
生
玉
中

之
絵
図
」
と
「
摂
津
名
所
図
会
」

(
以
下
「
名
所
図
会
」
と
す
る
)
が
あ
る
。
後
者
は

よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
細
部
の
検
討
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
門
林
啓

三
氏
所
蔵
史
料
群
の
な
か
に
、
「
生
玉
明
神
建
物
関
数
井
坪
数
覚
」
(
天
保
十
一
年
)

と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
神
主
か
ら
「
御
日
附
」
(
町
奉
行
所
カ
)
へ
提
出
さ
れ

た
史
料
で
あ
り
、
十
九
世
紀
生
玉
神
社
の
空
間
構
成
を
把
握
す
る
う
え
で
重
要
な

史
料
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
二
点
の
史
料
を
軸
と
し
な
が
ら
生
玉
神
社
の
空
間
構

成
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

(1) 
「
摂
州
東
成
生
玉
中
之
絵
図
」

(次ベ
l
ジ
絵
図
)

(
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
)

寛
文
六
(
一
六
六
六
)
年
の
作
成
の
も
の
で
、
凡
例
に
「
生
玉
中
之
寺
中
弁
鰹
分
」

「
生
玉
領
地
之
分
」
と
あ
り
、
前
者
を
A
、
後
者
を

O
で
図
中
に
描
き
分
け
て
い

る
の
で
、
空
間
内
部
の
性
格
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

神
社
の
正
面
は
、
東
側
谷
町
筋
か
ら
「
一
ノ
鳥
居
」
く
ぐ
っ
て
西
を
み
た
ラ
イ

ン
で
あ
る
。
神
社
の
後
ろ
は
、
図
中
に
グ
レ
ー
で
南
北
の
帯
状
に
細
長
く
描
か
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
は
崖
に
な
っ
て
お
り
、
西
へ
下
っ
て
い
る
。
ま
た
、
図
上
部
へ
と
続

く
道
に
は
「
是
ヨ
リ
坂
」
と
あ
る
様
に
、
こ
こ
も
下
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
生
玉
神

社
は
、
上
町
台
地
を
形
づ
く
る
段
丘
上
に
位
置
し
、
北
は
台
地
内
を
東
西
に
は
し
る

小
谷
に
よ
っ
て
「
高
津
宮
」
方
面
と
区
切
ら
れ
る
地
形
の
上
に
立
地
し
て
い
た
。

ま
ず
は
生
玉
神
社
の
中
心
部
分
を
確
認
す
る
。
こ
こ
に
は

O
や
企
が
記
さ
れ
て

い
な
い
。
内
部
に
複
数
の
建
物
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
わ
け
る
と
、

α 
神

社
系
統
(
本
社
・
拝
殿
・
舞
殿
・
神
楽
堂
御
供
所
)
、

F
寺
院
系
統
(
太
子
堂
塔
・

鐘
楼
堂
・
護
摩
堂
・
大
師
堂
・
仁
王
門
)
と
な
ろ
う
。
他
に
も
六
つ
の
建
物
が
本
社
の

西
側
に
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
末
社
と
推
定
さ
れ
る
。

次
に

O
を
み
よ
う
。

O
印
は
全
部
で
十
二
ヶ
所
あ
る
。
う
ち
六
ケ
所
は
道
の
上

に
あ
り
、
周
辺
か
ら
の
生
玉
神
社
へ
の
入
り
口
部
分
に
み
え
る
。
こ
の
部
分
か
ら

内
側
の
道
は
全
て
「
生
玉
領
地
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
残
る
六
ヶ
所
の
う
ち
三

ヶ
所
は
中
央
に
あ
る
蓮
池
に
、

一
ヶ
所
は
「
八
ま
ん
」

「
弓
場
」
と
あ
る
区
画
に

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
述
す
る
弁
財
天
社
と
北
向
八
幡
社
の
空
間
で
あ
る
。

最
後
の
ニ
ヶ
所
は
、
グ
レ

l
の
帯
状
に
描
か
れ
た
崖
の
部
分
に
上
下
二
ヶ
所
あ

る
。
こ
の
崖
の
部
分
も
生
玉
社
の
領
地
と
な
る
。

A
も

α神
社
系
統
(
神
主
将
監
・
大
禰
宜
・
社
人
中
)
、

F
寺
院
系
統
(
別
当
南
之

坊
・
成
就
院
東
之
坊
・
桜
本
坊
・
新
蔵
院
・
遍
照
院
・
昆
茶
羅
院
・
地
蔵
院
・
覚
薗
院
・

持
宝
院
)
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

α
の
う
ち
、
将
監
は
神
主
の
名
前
で
あ
ろ

-58ー
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屋
敷
空
間
は
同
地
に
位
置
し
続
け
て
い
る
。

う
。
後
代
の
史
料
か
ら
は
大
禰
宜
が
確
認
で
き
な
く
な
る
が
、
神
主
や
社
人
中
の

α
の
空
間
と

F
の
関
に
は
、
蓮
池
を
水
源
と
す
る
小
川
が
入
っ
て
お
り
、
川
を
挟

む
建
物
は
反
対
側
の
道
路
へ
関
口
を
聞
い
て
い
る
か
ら
、
空
間
的
に

aと
F
は
明
確

に
分
か
れ
て
い
る
。

Hは
、
生
玉
十
坊
と
し
て
知
ら
れ
、
全
て
真
言
宗
で
あ
る
。

8
・は

さ
ら
に
中
心
伽
叢
を
挟
む
形
で
北
と
甫
に
分
か
れ
て
い
る
。
北
側
の
六
ヶ
院
は
一
つ

の
道
を
挟
む
形
で
集
中
し
て
お
り
、
北
と
南
そ
れ
ぞ
れ
に
一
定
の
ま
と
ま
り
が
予
想

さ
れ
る
が
、
寺
中
の
構
造
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
別
当
寺
は
南
坊
で
あ
る
。

な
お
、
図
中
に
は
印
の
付
さ
れ
て
い
な
い
寺
が
み
え
る
。
単
に
「
寺
」
と
あ
る

も
の
も
あ
る
が
、
呼
称
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
差
異
は
不
明
で
あ

る
が
、
こ
の
う
ち
「
持
明
院
」
に
つ
い
て
は
本
節
最
後
で
振
り
返
る
。

(2) 
「
生
玉
明
神
建
物
関
数
弁
坪
数
覚
」

史
料
の
冒
頭
に
「
生
玉
明
神
社
領
三
百
石
市
叫
域
開
」
と
し
て
始
ま
る
。
生
玉
神

社
の
社
領
は
朱
印
地
で
あ

生玉神社の建築物

梁〉桁(問) 備考

本社 2.5x3β 調拝I丈1尺2寸5分

末社 6社

拝殿 3.0X8.5 

神謀所 3.0X6.5 甫へ1.5間庇

本堂 539 x 6 .. 叫

祖師堂 6.0四面

太子堂 3.0四面

弁才天 0.9四面 拝殿3.0間四面

鐘楼堂 3.0四面

仁王門 2.5x4.0 

ノ'¥1幡社 0.534 

同拝殿 1.5 x5.0 東へ1.0問庇

(朱)東照宮 御連座所

盤込物置 3.0 x 5.0 

御世所 2.0 x 3.5 

表1

典拠:門林啓三氏所蔵史料「生玉明神建物問
数井坪数覚J[引出ろ-5]より作成。

て〉

7ミ

「
御
米
印
」
状
は
「
台

徳
院
」

(
徳
川
秀
忠
)
か
ら

交
付
さ
れ
た
も
の
で
、
管

理
は
南
坊
(
別
当
)
と
神
主

が
隔
年
で
行
っ
て
い
る
。

難
波
村
は
大
坂
三
郷
に
南

接
す
る
村
で
、
神
社
の
西

方
に
あ
た
る
。

続
い
て
、
本
社
・
末
社
六
社
を
は
じ
め
と

す
る
生
玉
神
社
の
建
造
物
が
、
規
模
と
と
も

に
記
さ
れ
(
表
l
)
、
梁
行
・
桁
行
な
ど
が
詳

細
に
判
明
す
る
。
中
一
心
伽
藍
部
分
だ
け
で
な
く
、

北
向
八
幡
社
や
弁
財
天
社
も
見
え
る
。
そ
の

一
方
、
神
主
・
社
家
の
屋
敷
や
、
生
玉
十
坊

生玉神社の空間面積

(ア) 正面馬場筋 1935坪余

(イ) 富山 日8坪余

(ウ) 弁財天、嶋地共 1236坪余

(エ) 八幡、屋敷地共 2165坪余

(オ) 境内道之卦 1120坪余

(カ) 南坊屑屋敷 1336坪余

(キ) 寺中九ヶ院屋敷 4361坪余

(ク) 神主屋敷 1564坪最

(ケ) 社家屋敷 1剖4坪余

組合 17062坪余

表2

屋
敷
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
①
に
あ
っ
た
「
マ
イ
堂
」
や
「
犠
」
は
見

え
な
く
な
っ
て
い
る
。

「
右
之
外
諸
堂
之
跡
有
之
」
と
い
う
記
述
と
関
連
す
る
の

か
も
し
れ
な
1ρ 

ま
た
朱
書
き
で
東
照
宮
御
遷

震
が
書
き
加
え

ら
れ
て
しミ

る
が

き
た
こ
と
に
伴
う
。

こ
れ
は
大
塩
の
乱
に
よ
っ
て
擢
災
し
た
川
崎
東
照
宮
が
、

一
時
期
こ
こ
へ
選
っ
て

右
に
続
き
、

「
境
内
坪
数
覚
」
が
記
さ
れ
る
(
表
2
)
。
惣
坪
数
は
一
万
七
千
六

荘弄
内余
」で
品ま

言日 宝
さ Y
れど
るヱ
がゐ

そ葬
のに
空空
間聞
をを

警存
す主
る!'iQ
た郭
めレ
』て

続モ
部詰

ZF 
先ア

み
て
い
く
こ
と
で
消
去
法
的
に
考
え
よ
う
。

(
ア
)
(
オ
)
は
、
道
路
空
間
に
な
ろ
う
。
①
で
道
に
O
印
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
と

対
応
す
る
。
正
面
馬
場
の
み
が
特
記
さ
れ
る
の
は
、
他
の
道
路
と
は
異
な
る
性
格
で

あ
ろ
う
か
。
(
ウ
)
(
エ
)
は
、
門
前
に
あ
る
蓮
池
に
隣
接
す
る
弁
財
天
社
と
北
向
八
幡

社
に
対
応
す
る
。
(
イ
)
宮
山
は
お
そ
ら
く
①
で
グ
レ
ー
に
塗
ら
れ
た
崖
の
部
分
で
、

段
丘
の
境
に
生
え
る
木
々
の
部
分
を
宮
山
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
が

①
の

O
に
あ
た
る
。
(
カ
)
(
キ
)
は
生
玉
十
坊
、
(
ク
)
(
ケ
)
が
神
主
・
社
家
で
あ
る
か 典拠表1に同じ。
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ら
、
①
で
言
え
ば
A
の
部
分
に
あ
た
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
神
主
・
南
坊
の
屋
敷

が
一
項
目
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
社
家
・
寺
中
が
一
括
し
て
表
記
さ

れ
て
u、
る
』

と

神
主

南
坊
の
屋
敷
面
積
が
社
家
七
軒

寺
中
九
ケ

院
の

軒

あ
た
り
の
面
積
と
比
べ
る
と
圧
倒
的
に
広
い
こ
と
で
あ
る
。
神
主
と
社
家
、
南
坊

と
寺
中
の
立
場
の
格
差
が
屋
敷
空
間
の
格
差
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
う
し
て
残
る

部
分
が
(
ア
)
「
社
内
」
と
な
る
の
で
、
こ
れ
は
神
社
の
中
心
伽
藍
部
分
に
該
当
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
①
で
み
た
空
間
は
、
全
て
表
2
で
示
さ
れ
る
「
境
内
坪
数
覚
」
に

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
は
別
に
難
波
村
内
に
三
O
O石

分
の
朱
印
地
が
あ
っ
た
。

以
上
み
て
き
た
こ
と
に
、
寛
政
年
間
に
成
立
し
た
「
名
所
図
会
」
を
組
み
合
わ

せ
て
、
十
九
世
紀
生
玉
神
社
の
空
間
構
成
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。

(
1
)
生
玉
神
社
領
の
空
間
構
成
は
、

一
万
七
千
六
二
坪
と
、

[
朱
印

[
境
内
]

地
]
下
難
波
村
内
=
一
O
O石
に
分
け
ら
れ
る
。

(

2

)

[

境
内
]
は
、
さ
ら
に
(

1

)

本
社
な
ど
の
中
心
伽
藍
で
あ
る
「
社
内
」
と
、

近世大坂生玉神社における社家仲間〔山下〕

(

E

)

寺
中
屋
敷
、
社
家
屋
敷
、

(

W

)

道
路
空
間
や
宮

(
田
)
門
前
の
神
社
境
内
、

山
、
に
分
け
ら
れ
る
。

3 

の
っ
ち

中
dじ、

伽
藍
の

芸
部
分
や

寺
中
屋
敷

社
家
屋
敷

門
前

神
社
の
堂
舎
な
ど
は
、
神
社
関
係
者
の
み
が
立
ち
入
り
可
能
な
空
間
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
対
照
的
に
堂
舎
を
除
い
た
境
内
地
面
や
門
前
な
ど
の
空
間
は
、
外
部

の
人
び
と
に
開
放
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
。

「
名
所
図
会
」
に
は
、

「
祈
雨
祭
式

に
難
波
大
社
」
と
称
さ
れ
て
産
土
が
広
く
、
常
に
参
詣
人
が
多
い
こ
と
、
展
望
が

よ
く
、
西
の
方
角
に
あ
る
町
家
や
河
口
の
帆
船
な
ど
が
見
渡
せ
、
境
内
や
門
前
・

馬
場
が
、
田
楽
茶
屋
や
「
観
物
・
歯
磨
売
の
居
合
女
祭
文
浮
世
物
ま
ね
売
卜
法
印
」

な
ど
に
よ
っ
て
繁
華
で
あ
っ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
富
岡
・
芸
能
な
ど
が
行

わ
れ
、
大
坂
有
数
の
遊
興
空
間
で
あ
っ
た
。

「
名
所
図
会
」
に
よ
れ
ば
、
門
前
境
内
の
弁
財
天
社
の
西
向
い
に
「
妙
見

A
9〕

綱
」
が
あ
り
、
弁
財
天
社
と
と
も
に
「
南
坊
支
配
也
」
と
記
す
。
つ
づ
い
て
北
向

(4) 

八
幡
宮
が
み
え
、
こ
れ
は
「
社
司
松
下
氏
守
護
す
」
、
つ
ま
り
生
玉
神
主
松
下
氏

(
M
N
)
 

が
管
轄
し
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
門
前
に
あ
る
三
つ
の
堂
舎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
南

坊
・
神
主
の
支
配
に
分
か
れ
て
い
た
。

名
所
図
会
は
、
さ
ら
に
続
け
て
「
生
玉
烏
門
」
の
西
に
あ
る
「
金
比
羅
権
現
」

が
み
え
、
こ
れ
は
、

「
持
明
院
と
号
」
し
、
参
詣
者
を
集
め
て
い
た
よ
う
だ
。
①

に
持
明
院
が
明
記
さ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
。

61ー

名

所
図
会
」
の
作
者
や
参
詣
者
の
自
に
は
金
比
羅
権
現

(
H
持
明
院
)
が
生
玉
神
社
を

構
成
す
る
要
素
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
生
玉
神
社
の
項
の
最
後
に
「
秋

棄
権
現
洞
」
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
生
玉
寺
中
・
桜
本
坊
の
境
内
に
あ
り
、
毎
月

二
八
日
は
「
群
参
」
す
る
よ
う
な
社
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
子
院
内
の
堂

社
と
し
て
は
南
坊
に
も
稲
荷
踊
が
あ
っ
た
。
他
に
も
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
が
、

「
名
所
図
会
」
に
載
る
よ
う
な
商
品
化
さ
れ
た
空
間
に
は
至
っ
て
い

t
、場。

ふ
匂
しこ

の
様
に
[
境
内
]
の
内
部
を
さ
ら
に
い
く
つ
か
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の

雲
を
寺
中
や
社
人
ら
が
個
別
に
管
理
支
配
す
る
体
制
で
あ
っ
た

(
5
)
神
社
社
会
の
内
部
集
団
は
、

α神
社
系
統
は
、
神
主
と
禰
宜
・
神
子
か
ら

な
る
。

「
名
所
図
会
」
に
は
、

社
司

神
主
松
下
氏
・
禰
宜
七
人
・
神
子
四
人
」
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内

uv

と
あ
り
、
十
九
世
紀
は
ほ
ぼ
こ
の
構
成
は
変
ら
な
い
。

F寺
院
系
統
で
は
、
①
と

「
名
所
図
会
」
で
は
子
院
の
名
称
変
更
が
二
つ
あ
る
が
、
別
当
南
坊
の
位
置
づ
け

と
、
そ
の
下
の
九
ヶ
院
と
い
う
体
制
は
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
他
の
神
社
社
会
内

部
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、

「
名
所
図
会
」
な
ど
の
位
相
か
ら
は
み
主
て
こ
な
い
。

た
と
え
ば
各
子
院
内
に
は
、
住
職
・
弟
子
・
附
弟
や
雑
事
労
働
者
が
い
た
と
推
測

さ
れ
る
も
の
の
未
詳
で
あ
る
。
な
お
、
門
林
啓
三
氏
所
蔵
史
料
か
ら
は
、
別
当
南
坊

の
家
来
や
、
宮
仕
、
門
番
、
境
内
支
配
人
な
ど
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。

以
上
、
生
玉
神
社
の
空
間
構
成
は
、

[
朱
印
地
]

[
境
内
]
か
ら
な
る
こ
と
、

[
境
内
]
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
に
細
分
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
体
制
が
あ
っ

た
こ
と
、
全
体
と
し
て
は
、

α神
社
系
統
(
神
主
|
社
家
)
、

F寺
院
系
統
(
別
当
!

九
ケ
院
)
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
朱
印
状
の
管
理
体
制
が
、
両
系

統
が
隔
年
で
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
対
等
な
立
場
に
あ
っ
た
。

α
-
Fが
併
存

し
、
両
者
の
立
場
が
対
等
で
あ
っ
た
点
に
生
玉
神
社
の
特
徴
が
あ
ろ
情
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
本
論
考
で
用
い
る
史
料
群
は
、
社
家
に
関

す
る

寄
群
で
あ
る
か
ら

必
然
的

系
統

関
す
る

器
は
著
し

乏
し

現
段
階
で
検
討
す
る
材
料
を
欠
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は

α系
統
に
議
論

を
集
中
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

神
社
系
統
の
内
部
構
造

(1)
人
別
記
載
と
社
家

人
別
改
め
の
記
録
か
ら
、

α系
統
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
迫
ろ
う
。
「
生
玉
大
明

AUV 

神
出
勤
年
中
之
覚
」

(
以
下
「
出
勤
覚
」
と
す
る
)
に
よ
れ
ば
、
三
月
二
八
日
の
項
に
、

車両
出年
侯今
事自

E命
壱改

元存、

音量
等主
社主
家札
一家
統-
m 統
λ 調
別印
改~
め宇
明、

治尤
わ次
れ上
て下
い着
る召用

さ
て
、
現
存
す
る
最
古
の
人
別
記
載
を
み
よ
う
o

禰
宜
の
当
番
記
録
で
あ
る
「
月

覚

番
帳
」
に
は
、
提
出
し
た
人
別
帳
の
写
し
が
取
ら
れ
て
い
る
。

禰
宜

一
庚
下
出
雲

一
横
山
因
幡

一
大
蔵
大
和

一
上
回
若
狭

一
宮
本
播
磨

父
直
記

岡
家
高
津
主
水

妻
政
野

嫡
子
貞
之
進

弟
朝
之
丞

娘
照
信

妻
直

嫡
子
捨
之
丞

娘
た
ま

母
琴

妻
須
磨

弟
卯
之
助

娘
き
ん

伴
貞
太
郎

岡
家島

八
郎

同
家

堺
屋
十
兵
衛

妻
り
か

下
男
壱
人

下
女
壱
人

下
女
壱
人

若
党
田
中
左
京

同
土
井
金
十
郎

下
男
弐
人

下
女
弐
人

若
党
良
平

下
女
壱
人

若
党
壱
人

下
女
壱
人
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一
杉
村
周
防

f一一一一一一¥
嫡妹娘父
子丈由掃
能 喜部
登尾

一
藤
江
半
次
郎

神
子

一
石
見
粋
米

神
子常

当
時
退
役
未
跡
役
無
之

当
時
退
役
未
跡
役
無
之

右
神
職
拾
壱
人
之
内

男
七
人

近世大坂生玉神社における社家仲間〔山下〕

女
四
人
之
内
弐
人
無
之

家
内

男
拾
九
人

女
廿
壱
人

都
合
四
拾
九
人

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

右
之
通天
松保
下人
家酉
へ年

苦言
候廿
事富二

日

下
女
壱
人

下
男
壱
人

下
女
壱
人

下
女
壱
人

下
女
壱
人

下
女
壱
人

月
番

横
山
因
幡

~n 

提
出
先
の
「
松
下
家
」
は
神
主
で
あ
る
。
差
出
人
の
「
月
番
横
山
因
幡
」
は
、

禰
宜
の
二
人
目
に
み
え
る
。

「
月
番
」
と
は
、
禰
宜
が
月
交
代
で
あ
た
る
当
番
の

こ
と
で
、
神
主
と
の
連
絡
や
願
書
の
取
次
ぎ
、
会
計
、
記
録
な
ど
、
様
々
な
庶
務

(
叩

mv

を
担
、
っ
。
こ
の
人
別
改
め
の
最
終
提
出
先
が
、
本
所
吉
田
家
(
大
坂
役
所
)
で
あ
る

か
、
直
接
大
坂
町
奉
行
所
へ
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
未
詳
で
あ
る
。

集
計
部
を
み
る
と
、

「
神
職
」

一
一
人
(
男
七
、
女
四
)
、
家
内
人
数
を
合
わ
せ

て
四
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
史
料
が
残
存
す
る
天
保
八

i
一
三
年
の
合
計
人
数
は

ほ
ぽ
五

O
人
前
後
で
一
定
し
て
い
る
。

き
て
、
具
体
的
に
人
別
の
内
容
を
み
よ
う
。
全
体
は
「
禰
宜
」
と
「
神
子
」
に

分
け
て
記
載
さ
れ
る
。
各
筆
は
基
本
的
に
四
段
に
分
け
て
記
載
さ
れ
る
。

ま
ず
禰
宜
で
あ
る
が
、

「
上
田
」

「
宮
本
」

杉

「
康
下
」

「
横
山
」

「
大
蔵
」

村

「
藤
江
」
の
七
筆
が
み
え
る
。
先
頭
の
一
名
を
除
い
て
全
員
「
受
領
名
」
を

-63ー

も
つ
人
物
が
第
一
段
目
に
記
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
が
禰
宜
本
人
で
あ
る
。
集
計
部

に
あ
る
「
神
職
」
の
う
ち
の
男
七
人
に
該
当
し
よ
う
。
二
段
目
に
は
「
父
」

「母」

「妻」

「
娘
」
な
ど
の
家
族
が
記
さ
れ
る
。
置
接
の
血
縁
家
族
が
こ
こ
に
記
さ
れ

る
。
一
一
一
段
目
は
「
同
家
」
と
そ
の
家
族
が
み
え
る
。
横
山
の
同
家
は
一
一
段
目
に
書

か
れ
る
が
、
書
き
閑
違
い
で
あ
ろ
う
。
四
段
目
に
は
下
人
・
下
女
と
と
も
に
「
若

党
」
が
み
え
る
。
下
人
に
は
名
前
が
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

一
筆
ご
と
に
、

①
禰
宜
本
人
、
②
禰
宜
の
家
族
、
③
そ
の
同
家
、
@
下
人
・
若
党
か
ら
な
る
ユ
ニ

ッ
ト
H
家
ご
と
に
人
別
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
家
族
の
人
数
や
同

家
の
有
無
、
さ
ら
に
砦
党
の
有
無
な
ど
、
家
の
内
部
構
成
に
か
な
り
違
い
が
あ
る
。

続
い
て
神
子
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
の
年
は
、

一
段
目
に
み
え
る
神
子
本
人
と
、

最
下
段
に
か
か
れ
る
下
女
一
人
が
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
年
に
よ
っ
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て
は
家
族
や
同
家
が
記
さ
れ
、
そ
の
場
合
は
四
段
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

神
子
で
も
っ
と
も
注
目
し
た
い
の
が
、

「
当
時
退
役
未
跡
役
無
之
」
と
い
う
一

筆
分
の
肩
書
き
で
、
こ
こ
に
は
神
子
の
欄
が
空
白
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
集

計
部
の
女
囚
人
と
、
そ
の
う
ち
二
人
が
「
無
之
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
係
す

る
。
つ
ま
り
、
神
子
の
定
数
は
四
名
で
、
そ
の
う
ち
二
名
分
が
空
席
と
な
っ
て
い

た
。
こ
の
こ
と
は
、
神
子
「
役
」
の
数
が
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

実
は
禰
宜
役
に
つ
い
て
も
、
天
保
一

O
年
の
禰
宜
三
名
は
「
跡
役
無
之
」
と
あ
り
、

集
計
部
で
は
「
男
七
人
之
内
三
人
無
之
候
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
集
計

部
で
は
「
神
職
十
一
人
之
内
」
と
い
う
括
り
が
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
生
玉
神
社
の

「
神
職
」
は
、
役
が
空
席
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

[
禰
宜
七
役
]
+
〔
神
子
四
役
]

人
別
は
「
社
家
一
統
調
印
」
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、

「

神
職「
」出

と勤
い覚
う」
語で
句Eは
と

か
ら
な
る
一
一
人
に
固
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

「
社
家
」
は
同
義
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
連
名
し
て
い
る
禰
宜
・
神
子
ら

が
「
社
家
一
統
」
の
内
実
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
、
生
玉
神
社
の

α系
統
は
、

[
神
主

l
神
職
(
禰
宜
七
人
神
子
四
人
)
]
と

い
う
体
制
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
血
縁
家
族
・
同
家
・
下
人
か
ら
な
る
一
つ
の
ユ
ニ

ッ
ト
(
家
)
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
、
神
職
人
数
が
十
一
人
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
当
然
な
が
ら
神
主
も
神
職
ら
と
同
じ
よ
う
な
家
を
形
成
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
が
、
詳
細
は
未
詳
で
あ
る
。

(2)
社
家
の
相
続

禰
宜
の
相
続
は
、
基
本
的
に
実
子
相
続
で
あ
っ
た
。
親
子
相
続
と
養
子
相
続
の

事
例
を
み
て
お
こ
う
。天

保
十
二
(
一
八
四
一
)
年
十
一
月
、
大
蔵
大
和
が
月
番
社
家
藤

江
へ
書
付
を
提
出
す
話
。
十
五
歳
と
な
っ
た
体
朝
丸
を
「
御
社
役
」
見
習
い
と
し

a
親
子
相
続

て
連
れ
て
出
勤
す
る
た
め
に
神
主
へ
願
い
出
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
神
主

へ
提
出
す
る
前
に
そ
の
旨
を
社
家
仲
間
へ
披
露
す
る
手
続
き
が
取
ら
れ
て
い
る
。

禰
宜
の
家
に
生
ま
れ
た
男
子
は
、
十
五
歳
こ
ろ
に
な
っ
て
「
御
社
役
」
見
習
い
出

勤

で
る
よ
う
だ。
翌
年
}¥ 
月
に
は

大
蔵
朝
丸
が
神
主
に
対
し
て

御
裁
許
状

書
衣

"ノ、
根

執悼

旦串
胤厳
し

72 
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「
月
番
帳
」
に
留
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
月
番
に
届
け
出
、
仲
間
の
同
意

を
経
た
、
?
え
で
の
口
上
書
き
の
提
出
で
あ
る
。

右
の
事
例
か
ら
、
禰
宜
の
相
続
の
た
め
に
は
、
①
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
う
え

で
「
社
役
」
の
見
習
い
経
験
を
積
み
、
そ
の
う
え
で
吉
田
家
か
ら
の
裁
許
状
を
得

る
、
と
い
う
段
階
が
必
要
で
あ
り
、
②
そ
の
い
ず
れ
の
出
願
に
お
い
て
も
、
社
家

仲
間
へ
の
披
露
と
、
神
主
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
別
当
南
坊
を
は
じ

め
と
す
る
社
僧
や
、
他
者
が
関
与
す
る
場
面
は
な
い
。
社
家
の
相
続
は
、
第
一
義

的
に
は
社
家
仲
間
の
承
認
が
意
味
を
も
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
裁
許
状
願

と
同
時
に
「
山
減
」
か
「
河
内
」
に
改
名
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
禰
宜
の
受
領

名
は
吉
田
家
か
ら
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
先
に
み
た
人
別
で
国
号
を

名
乗
っ
て
い
る
禰
宜
は
、
本
所
か
ら
の
認
可
を
え
た
者
で
あ
ろ
明
。

b
養
子
相
続

康
下
家
に
は
出
雲
と
下
男
一
名
の
み
で
あ
り
、
家
族
は
い
な
い
。

天
保
J¥ 
年

月

庚
下
家
は
天
王
寺
村
庄
屋
松
本

塁
衛
門
の
体
を
養
子

迎
え
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表3 扇子料

白銀1両神主
金均足 Wi問中… … … 

苗興E鬼山月着i ~ï合~*
白銀2;立宮仕

白銀1.5鬼普助

白銀1.5鬼支配人当人心任せ

白銀 1J!l会所 当人心任せ

(
忽
)る

。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
社
家
仲
間
へ
松
本
の
「
親
類

書
等
」
を
添
え
て
申
し
入
れ
を
行
い
、

仲
間
「
一
統
へ
披

露
」
を
す
る
。

つ
づ
い
て
神
主
へ
同
じ
内
容
の
口
上
書
き

と
親
類
書
き
が
提
出
さ
れ
、

神
主
の
許
可
を
得
て
い
る
。

翌
月
四
月
に
は
、
康
下
長
門
(
出
雲
)
か
ら
、
養
子
伊
織
を

社
家
仲
間
の
披
露
に
つ
い
て
は
、
こ
の
養
子
縁
組
が
非
役
相
続
の
た
め
の
も
の
で

見
習
い
と
し
て
社
役
に
出
す
旨
を
願
い
出
る
。
こ
の
時
の

も
あ
っ
た
か
ら
省
略
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
願
書
に
対
し
て
神
主
の
賛
同
が

社
頭
」
へ
社
参
、

得
ら
れ
た
後
、
社
家
仲
間
の
月
番
に
引
き
連
れ
ら
れ
て
、
神
主
へ
の
面
会
、

「
神
楽
所
当
番
」
や
宮
仕
善
助
へ
引
合
せ
が
行
わ
れ
、
最
後
に 御

社
家
仲
間
ら
へ
の
引
合
せ
が
行
わ
れ
る
。
入
家
に
際
し
て
は
、
祝
儀
が
渡
さ
れ
る

関
係
が
窺
え
よ
、
っ
。

が
、
こ
の
時
の
内
訳
に
つ
い
て
は
表
3
に
示
し
た
。
社
家
の
相
続
に
関
わ
る
社
会

こ
の
よ
う
に
、
禰
宜
役
は
親
子
聞
で
相
続
さ
れ
る
家
職
(
家
督
)
で
あ
っ
た
。
た

だ
し
、
社
家
仲
間
の
同
意
、
神
主
の
承
認
、
本
所
吉
田
家
か
ら
の
裁
許
状
獲
得
、

近世大坂生玉神社における社家仲間〔山下〕

と
い
う
段
階
を
得
る
こ
と
で
は
じ
め
て
正
式
な
禰
宜
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
り
、
個
別
の
家
が
恋
意
的
に
相
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
点
に
特
徴
が
あ

ろ
う
。
見
習
い
出
勤
の
際
に
本
所
へ
の
届
出
が
確
認
で
き
な
い
よ
う
に
、
社
家
仲

関
内
部
で
の
承
認
が
禰
宜
を
相
続
す
る
た
め
の
根
幹
で
あ
っ
た
。

つ
づ
い
て
、
神
子
の
相
続
に
つ
い
て
み
よ
う
。
と
は
い
え
、
神
子
相
続
の
願
出
・

披
露
目
の
手
続
き
は
禰
宜
と
全
く
同
じ
で

社
家
仲
間
の
承
認
を
必
要
と
す
る

ま
た
、
基
本
的
に
親
か
ら
子
へ
と
相
続
さ
れ
る
形
態
も
同
じ
で
あ
る
。
異
な
る
の

は
女
性
の
母
娘
相
続
と
い
う
点
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
子
相
続
の
特
徴
と
し

て
注
意
が
必
要
な
の
が
、
禰
宜
と
の
関
係
で
あ
る
。
次
の
史
料
を
み
た
い
。
天
保

九
年
二
月
、
禰
宜
杉
村
か
ら
神
主
松
下
へ
提
出
し
た
文
書
で
あ
る
。

口
上

一
私
方
神
子
役
紋
儀
、
国
替
仕
候
ニ
付
、
為
代
香
是
迄
娘
白
亀
尾
相
勤
罷
在
候

処
、
此
後
本
役
相
続
為
仕
度
奉
存
候
閥
、
此
段
御
聞
済
之
程
奉
願
上
候
、
以
上

杉
村
掃
部

(mv 

松
下
出
雲
正
様

「
国
替
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
生
玉
神
社
関
係
史
料
群
に
し
ば
し
ば
登
場
し
、

死
去
に
あ
た
る
表
現
と
推
測
さ
れ
る
。
神
子
役
の
紋
の
死
去
に
と
も
な
い
、
こ
れ

ま
で
代
香
を
勤
め
て
しミ

た
娘
由
亀
尾
が
本
役
を
相
続
す
る

と
願
u、
出
た
も
の
で

65-

あ
り
、
母
娘
相
続
と
い
う
点
が
ま
ず
は
確
認
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
が
、
文
書
の
提
出
者
が
禰
宜
本
人
で
あ
る
こ
と
、
官
頭
に
「
私
方
神
子
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
子
は
禰
宜
杉
村
氏
「
方
」
か
ら
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
人
別
帳
で
確
認
す
る
と
、
天
保
入

i
十
年
に
か
け
て
杉
村
家
の

Anv 

当
主
は
周
防
か
ら
親
の
掃
部
に
変
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
右
の
史
料
は
杉
村
家
の

当
主
と
し
て
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
天
保
八
年
の
人
別
を
み
る
と
、

周
防
の
娘
と
し
て
・
田
喜
尾
が
い
る
が
、
紋
は
み
え
な
い
。
神
子
の
欄
に
も
紋
は
み

え
な
い
が
、
由
亀
尾
が
代
香
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
退
役
未
跡
役
無
之
」

と
あ
る
空
席
分
に
あ
た
る
か
も
し
れ
な
い
。
由
喜
尾
は
、
天
保
十
年
以
降
は
杉
村

氏
の
家
の
人
別
か
ら
は
ず
れ
、
神
子
役
の
欄
に
書
上
げ
ら
れ
て
い
く
。

神
子
と
社
家
の
家
と
の
関
係
は
、
他
の
神
子
で
も
確
認
で
き
る
。
天
保
九
年
三
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「
再
勤
」
に
あ
た
り
、
神
主
や
社
頭
へ
挨
拶

AM) 

廻
り
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
吉
野
は
「
庚
下
家
神
子
役
」
で
あ
る
。
天
保
九
年
七

月

「
庚
下
家
神
子
役
育
野
」
が
、

「
横
山
常
女
」
が
出
勤
す
る
旨
を
月
番
が
「
一
統
」

へ
申
し
渡
し
て
い
碕
。
ま
た
、
天
保
十
年
十
一
月
十
日
、
神
子
織
女
が
病
気
の
た

月
二
一
目
、

日
社
家
一
統
)

め
以
前
よ
り
引
舘
も
っ
て
い
た
た
め
、
母
の
琴
を
代
香
と
し
て
出
勤
さ
せ
る
こ
と

A
M
a
)
 

に
す
る
が
、
琴
は
繍
宜
宮
本
播
磨
の
母
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
、
神
子
役
は
社
家

の
家
(
杉
村
・
庚
下
・
横
山
・
宮
本
)
の
四
軒
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
家
と
神
子
の
関
係
は
、
単
に
社
家
の
家
か
ら
出
る
神
子
と
い
う
性

格
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
天
保
十
年
七
月
四
目
、
す
で
に
母
琴
の
代
理
を
勤
め
て
い

た
宮
本
播
磨
神
子
織
女
が
「
世
間
ニ
専
ら
悪
キ
風
間
」
に
よ
り
、
追
放
さ
れ
そ
う

るに
こな
とつ
でた
許。

容し
きか
れし
て、

いこ
る霊の
。時

神「
子仲
f究開
を無
勤人
め」
るを
も理
の由
がに
不憐
足感
しの

て→
い札
たを
の提
で出
あす

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
宮
本
家
の
禰
宜
で
あ
る
播
磨
は
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
退
役
し

て
い
る
。
つ
ま
り
神
子
の
過
失
が
、
禰
宜
の
責
任
と
さ
れ
て
い
る
。

天
保
十
一
年
に
は
神
子
の
庚
下
吉
野
が
、
親
類
と
相
談
の
、
つ
え
で
、

「
気
合
不

仕
」
養
子
の
出
羽
を
離
縁
す
る
こ
と
を
、
社
家
仲
間
に
披
露
し
た
う
え
で
神
主
へ

〈

m
a
v

届
け
出
て
い
る
。
出
羽
は
、
右
で
み
た
天
王
寺
村
庄
屋
松
本
家
か
ら
養
子
と
し
て

入
っ
た
伊
織
の
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
間
吉
田
家
へ
願
い
出
て
出
羽
と
い

う
受
領
名
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
吉
野
は
天
保
九
年
一

月
よ
り
神
子
を
「
再
勤
」
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
天
保
八
年
の
庚
下
家
に
吉
野
は

見
え
な
い
が
、
「
再
勤
」
と
い
う
表
現
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
前
の
段
階
で
神
子

役
を
勤
め
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
は
庚
下
家
の
家
族
の
柵
に
記
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
神
子
吉
野
が
、
禰
宜
役
を
相
続
さ
せ
る
た
め
の
養
子
伊
織
を
、

自
ら
の
一
族
と
相
談
し
て
離
縁
し
た
。
こ
の
事
例
は
、
社
家
の
家
が
禰
宜
に
よ
っ
て

主
導
さ
れ
る
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
、
っ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
禰
宜
や

神
子
が
個
人
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
家
族
や
親
類
一
統
の
血
縁
集
団
の

な
か
に
存
在
し
、
そ
う
し
た
家
の
、
家
督
と
し
て
禰
宜
役
・
神
子
役
が
所
有
さ
れ

て
い
る
、
と
い
・
つ
こ
と
に
な
ろ
、
っ
。

な
か と
で こ
甲 ろ
斐で
国
の西
神田
子か
がほ
修る
験は
の、
夫神
で子
あの
る存
事在
例形
を態
紹が
介多
し様
てで
いあ
る重る。 h

十 と
九
世そ
紀の

の
生
玉
神
社
の
神
子
の
場
合
特
徴
的
な
の
は
、
禰
宜
や
神
子
が
個
人
と
し
て
存
立

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
家
の
「
家
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
ろ
う
。
相
」

う
し
た
禰
宜
役
・
神
子
役
を
所
有
す
る
社
家
の
「
家
」
七
軒
の
集
合
体
が
「
生
玉

社
家
中
」
の
内
実
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
七
軒
は
神
子
役
の
所
有
の
有
無
に
よ
っ

て
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
年
貢
銀
・
散
物
の
配
分
に

お
い
て
収
入
基
盤
の
違
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

(3)
社
家
の
内
部
秩
序

次
に
禰
宜
・
神
子
ら
内
部
の
秩
序
を
問
題
と
し
た
い
。
天
保
十
年
、
生
玉
社
家

神
子
ら
は
、
社
家
大
蔵
大
和
を
相
手
取
り
、

A

羽
}

訟
文
面
を
作
成
す
る
。

「
一
老
我
意
之
取
斗
」
を
巡
っ
て
訴

「
一
老
」
と
い
う
表
現
は
、
社
家
内
部
に
腐
次
の
秩
序
が

あ
る
こ
と
示
唆
す
る
。
現
段
階
で
こ
の
点
を
明
確
に
示
す
史
料
と
し
て
、
右
で
み

た
人
別
改
め
の
序
列
が
あ
る
。
表
4
は
毎
年
の
人
別
記
載
の
う
ち
、
第
一
段
目
に

記
載
さ
れ
る
者
(
禰
宜
・
神
子
)
を
抽
出
し
、
そ
の
順
番
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
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1 石見静米 常

2 常 織女

3I (未) I由亀尾
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表4

天
保
人
↓
十
年
は
記
載
順
に

大
き
な
変
動
が
み
ら
れ
る
一

方
、
十
年
↓
十
三
年
は
、
概

ね
変
化
は
見
ら
れ
ず
ほ
ぽ
固

定
し
て
い
る
。

「
一
老
我
霊

と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
大
蔵
大

和
が
天
保
十
年
に
先
頭
に
来

て
い
る
こ
と
も
含
め
て
考
え

る
と
、
人
別
の
順
番

u
薦
次

の
秩
序
を
示
す
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。

で
は
、
天
保
十
年
以
前
の

変
化
は
な
に
か
、
と
い
う
と
、

康
下
・
横
山
・
上
回
は
天
保

九
年
に
町
奉
行
所
の
各
を
う

(

a

v

'

 

け
て
禰
宜
を
退
役
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
天
保
八
年
に
1
、
2
、
4
番
目
に

い
た
彼
ら
は
天
保
十
年
に
後
尾
三
筆
へ
回
っ
て
い
る
。
そ
の
三
名
を
除
い
て
ス
ラ

イ
ド
さ
せ
る
と
十
年
の
序
列
と
な
る
。
つ
ま
り
、
人
別
の
序
列
は
禰
宜
内
部
の
序

列
と
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
別
記
載
順
番
が
、
社
家
仲
間
へ
の
加
入
順
序

一
方
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、

な
の
か
、
あ
る
い
は
年
齢
階
梯
で
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。

「
未
跡
役
無
之
」
と
表
記
さ
れ
る

存
在
で
あ
る
。
杉
村
は
こ
の
間
一
貫
し
て
人
別
の
一
段
目
に
記
載
さ
れ
る
人
物
は

お
ら
ず
、
正
式
な
禰
宜
役
に
就
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

人
別
の
順
番
は
上
位
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
禰
宜
役
に
就
い
て
い

る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
社
家
仲
間
内
部
の
序
列
に
お
い
て
は
問
題
で
は
な
か
っ

た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
杉
村
氏
は
周
防
が
兄

弟
の
出
奔
問
題
に
か
ら
ん
で
退
役
し
、
そ
の
あ
と
を
父
親
の
掃
部
が
当
主
と
し
て

戻
る
、
と
い
う
事
情
が
絡
ん
で
い
る
た
め
、
特
殊
事
例
に
属
す
る
も
の
と
考
え
て

お
く
。
原
則
と
し
て
は
、
役
に
就
い
て
い
る
こ
と
と
、
人
別
の
順
番
す
な
わ
ち
璃

次
の
秩
序
は
関
係
が
あ
る
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

神
子
の
場
合
も
、
人
別
記
載
順
の
移
動
を
み
る
と
、
基
本
的
に
は
神
子
内
部
の

璃
次
の
秩
序
が
あ
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
神
子
の
秩
序
は
禰
宜
家
の
記
載
順
と

連
動
し
て
い
な
い
。
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以
上
、
社
家
の
内
部
秩
序
は
薦
次
の
秩
序
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
人
別

記
載
の
順
序
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
点
は
、
社
家
仲
間
同
士
の

関
係
が
、
経
験
年
数
に
よ
る
秩
序
を
原
則
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
平
等
性
を

帯
び
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
実
際
、
社
家
の
社
役
や
月
番
は
原
則
的
に
順

番
で
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
一
老
之
我
意
」
と
し
て
訴
え
る
論
理
は
、
社
家
仲

閑
の
平
等
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

社
家
の
職
分
と
経
済
的
基
盤

(1)
職
分

次
に
社
家
の
職
分
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
社
家
の
職
分
の
中
核
は
、

「
社
役
」

で
あ
っ
た
。
天
保
九
年
一
月
二
七
日
、
禰
宜
宮
本
播
磨
が
社
家
仲
間
よ
り
退
役
を



研究論文

表5 月並出勤

場一一百一国主|社家

寵窓宮山 +gIj~~d 
本社神拝 I I I 

月並神拝 l神謀説持品子 r I δ1…oT 
摂社八幡宮 101非香川 I I 
神楽所神拝 I 10 

笠到直仕|甫坊。
。

容

月並神拝

内出勤日

1、11、21日

15、28日

ο 25日-10、14、
却、

27、晦日

24日

。判土・末社拝殿

神寵所掃除
月並掃除

。
置申
、し
我付
侭け
他ら
行れ
いた
た理
し由
候は
事喜「
」御

で社
あ f宣
るを
。捨

ま
た
天
保
十
年
六
月
十
四
日
に
神
子
の
常

が
退
役
を
願
い
出
た
理
由
は
「
病
気
ニ
付

A
M剖

V

御
杜
役
難
相
勤
候
閥
、
引
篭
養
生
仕
り
皮
」

つ
企
広
h
リ
、

「
社
役
」
を
勤
め
う

で
あ
る
。

る
か
否
か
が
神
職
た
り
う
る
た
め
の
条
件

神事所掃除

で
あ
っ
た
。
で
は
、
禰
宜
・
神
子
の
「
社

役
」
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
、
天
保
十
年

掃除

八
月
に
写
さ
れ
た
「
出
勤
覚
」
が
参
考
に

な
る
。
内
容
は
、

一
年
を
通
じ
て
の
日
ご

と
の
出
勤
内
容
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
毎
月
の
定
例
出
勤
日
を
記
し
た
「
月
並
出
勤
」
部
分
を
日
付
・
内
容
・

場
所
・
出
勤
者
で
整
理
し
た
(
表
5
)
。

出
勤
内
容
は
「
神
拝
」
と
「
掃
除
」
に
分
け
ら
れ
る
。
神
拝
は
、
本
社
・
神
楽

所
・
摂
社
八
幡
宮
の
三
ヶ
所
で
行
な
わ
れ
、
神
主
・
社
家
・
神
子
が
関
わ
る
。
南

坊
の
み
が
本
社
神
拝
を
行
な
う
日
が
あ
る
が
、
神
主
以
下
も
加
わ
っ
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
掃
除
は
神
拝
が
行
な
わ
れ
る
前
日
に
行
な
わ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
宮

仕
の
み
が
関
わ
っ
て
い
る
。
宮
仕
は
掃
除
を
は
じ
め
と
す
る
雑
用
を
担
う
存
在
で

あ
り
、
宗
教
的
行
為
に
は
関
わ
ら
な
い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

社
家
・
神
子
ら
が
毎
月
定
例
で
出
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
月
六
日
の
神

(MV 

拝
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
社
家
・
神
子
の
第
一
の
職
分
で
あ
っ
た
。

「
出
勤
覚
」
に
は
月
並
出
勤
以
外
に
も
日
々
の
多
様
な
出
勤
内
容
が
み
え
る
が
、

も
っ
と
も
多
く
み
ら
れ
る
の
が
、

「
御
本
社
・
神
楽
所
朝
夕
共
神
楽
奏
候
事
」
で

あ
る
。
神
楽
を
奏
で
る
こ
と
も
重
要
な
職
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
所
は
本
社
と
神

楽
所
の
二
つ
が
み
ら
れ
る
。
神
楽
所
へ
は
常
時
交
代
で
社
家
の
当
番
が
詰
め
て
い

い
た
よ
う
だ
。
天
保
入
年
、
神
主
松
下
陸
奥
の
死
亡
届
を
町
奉
行
所
へ
届
け
出
る

た
め
に
、
社
家
月
番
宮
本
は
、
社
家
一
老
の
横
山
因
幡
へ
連
絡
し
た
。
こ
の
時
横

(お
V

山
は
「
神
楽
所
当
番
」
で
あ
っ
た
た
め
、
宮
本
は
神
楽
所
へ
足
を
運
ん
で
い
る
。

ま
た

後
述
す
る
ょ
っ

社
家
見
習
や
養
子
入
し
た
際

は

神
楽
所
当
番
Lー

へ
挨
拶
に
い
く
が
、
こ
れ
も
社
家
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
m
a
v
 

こ
れ
に
関
し
て
、
天
保
十
年
「
毎
日
散
物
井
神
楽
拾
弐
銅
留
」
を
み
て
お
き
た

い
。
記
録
は
、
門
林
家
が
養
子
と
し
て
入
っ
た
直
後
の
七
月
晦
日
か
ら
始
ま
る
。

内
容
は
基
本
的
に
目
別
に
銭
高
と
神
楽
の
座
数
が
列
挙
さ
れ
る
。
銭
高
の
下
「
大

一
文
」
や
神
楽
座
数
の
下
に
「
O
」

(
銭
と
や
「
銀
」
な
ど
の
文
字
が
記
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
意
味
は
今
の
と
こ
ろ
未
詳
で
あ
る
。
約
十
日
ご
と
に
集
計
が
記
さ

れ
、
そ
の
配
分
方
法
が
記
さ
れ
る
(
表
6
)
。

銭
高
は
、
表
題
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
そ
の
日
の
散
物
(
饗
銭
)
で
あ
ろ
う
か
。
記

載
内
容
に
つ
い
て
不
明
の
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
右
の
史
料
で
注
目
し
た
い
の
が
朱

書
き
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
藤
江
自
身
の
行
動
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、

「
出
動
」
と
は
神
楽
所
当
番
の
た
め
の
出
勤
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
=
一
日

お
き
に
「
出
勤
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
は
概
ね
=
一
日
お
き
の
ベ

I
ス

〔
幻
)

で
一
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
点
を
天
保
十
二
年
で
み
れ
ば
、
ほ
ほ
五
日
サ
イ

-68 



M

1

0

 

ち
明

計
不

長
ま

に
味

主
意

白
川

叩
丈

払
一

伽
伏mh斤

也
鴎

-
J

の
醐
出
一

躍
式

一

醐

阻

龍
一
間
一
捌
叩
却
捌
凶
抑
抑
制

m
m
制
一
則
凶
問
抑
制
醐
脚
問
問
削

m
m
m
細
別
別
捌
一
匹
師

国一

1

=

1

=

F

L

「
H

O

一
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
L
門
引

両
州
M
M
M
M
M
M
悶

M
M
一M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
一醐

氏地礼ニ廻る

出勤

出勤、外ニ12銅1
大出勤、外ニ12銅2つ

毎日散物井神楽拾弐銅留

神楽 (朱書)

1座
9座
1座銀

1座銀

出勤

出勤

大倉氏

出動

面扇

出勤
出勤

大1文
大1文
大1文
大1文

大5文

1つ

1つ

大 Z主

大4文

大

1座銀

1座銀

1座銀

2座

1座
2座
1座
2座
2座
Z座銀

2座

3座銀

1座銀

3座銀

ク
ル
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
サ
イ
ク
ル
は
、
結
論
か
ら
い
え
ば
「
未
跡
役
無
之
」
で
は
な
い
禰
宜
役
の

出勤

数
と
一
致
す
る
。
表
3
を
振
り
返
ろ
う
。
役
に
つ
い
て
い
る
禰
宜
を
数
え
る
と
天

保
十
年
の
人
数
は
三
人
、
天
保
十
二
年
の
人
数
は
五
人
(
仮
役
を
含
む
)
と
な
る
。

近世大坂生玉神社における社家仲間〔山下〕

つ
ま
り
神
楽
所
当
番
の
サ
イ
ク
ル
が
、
禰
宜
役
人
数
と
一
致
す
る
。
こ
こ
か
ら
は

禰
宜
役
に
就
く
者
が
、
神
楽
所
当
番
を
交
代
で
勤
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
神
子
に
つ
い
て
み
よ
う
。
天
保
九
年
三
月
、
神
主
宅
で
神
楽
に
出
勤
す
る

{
咽
組
V

神
子
役
に
つ
い
て
の
申
し
合
わ
せ
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
時
の
決
定
事
項
は
、
①
「
神

役
が
出
勤
し
、
②
仮
役
を
申
し
付
け
る
も
の
が
い
な
い
場
合
は
、
神
子
が
出
勤
で

子
役
一
統
」
が
神
楽
を
勤
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
は
、
社
家
の
う
ち
か
ら
仮

き
る
よ
う
に
な
っ
た
う
え
で
神
楽
を
行
う
こ
と
、
③
願
主
が
代
役
で
な
く
正
式
な

神
子
役
に
よ
る
神
楽
を
望
ん
だ
場
合
は
、
神
子
役
が
出
勤
で
き
る
日
限
を
告
げ
、

そ
れ
ま
で
神
楽
は
断
る
こ
と
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
神
楽
に
は
正

式
な
神
子
役
が
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
社
家
の
家
か
ら
代
役
が

立
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
子
は
女
性
で
あ
る
か
ら
、
代
役

は
禰
宜
の
家
族
の
う
ち
の
女
性
か
ら
曲
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
神
子
の
場

合
も
禰
宜
と
同
様
に
、
神
子
役
に
就
い
て
い
る
存
在
が
神
楽
所
の
当
番
に
出
仕
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
神
子
は
「
月
之
構
」

月
経

の
場
合
は
当

番
を
除
か
れ
、
代
理
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
神
楽
に
は
「
出
勤
覚
」
に
み
え
る
よ
う
な
定
例
の
も
の
と
、
右
で
み
る

様
な
願
主
の
求
め
に
応
じ
て
行
う
不
定
期
の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

以
上
、
禰
宜
・
神
子
の
「
社
役
」
の
根
幹
は
、
本
社
・
末
社
へ
の
神
拝
と
、
本

社
・
神
楽
所
で
行
な
わ
れ
る
神
楽
の
二
つ
に
あ
り
、
前
者
は
全
員
が
、
後
者
は
当

-69ー

番
制
に
よ
る
出
勤
と
い
う
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。

(2)
経
済
的
基
盤

つ
づ
い
て
、
社
家
の
経
済
的
基
盤
に
つ
い
て
み
よ
う
。
も
っ
と
も
基
礎
的
な
収

入
は
朱
印
地
か
ら
の
収
入
で
あ
る。
難
波
村
生
玉
社
領
か
ら
の
年
貢
は
難
波
村
年

寄
か
ら
「
地
頭
」

へ
収
め
ら
れ
、
そ
れ
を
社
家
が
月
番
宅
で
配
分
し
て

(
松
下
家
)

い
る
。

覚

十
月
廿
一
日

丑
年

一
銀
五
百
目

御
年
貢
初
納

十
一
月
廿
五
日

同
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一
同
壱
貫
目

同
断

中
納

十
二
月
廿
一
一
日

同

一
同
八
百
六
拾
壱
匁
九
分
入
り

同
断
皆
納

右
之
通
丑
年
御
知
行
皆

資
健

請
納諸
仕勘

健室
己引
上軍残

右
は
社
家
仲
間
か
ら
神
主
に
提
出
さ
れ
た
天
保
十
二
年
分
の
年
貢
受
取
状
で
あ

る
。
年
貢
は
十
月
「
初
納
」
五
百
目
、
十
一
月
「
中
納
」

一
貫
目
、
十
二
月
「
皆

納
」
残
額
と
、
三
回
に
分
け
て
収
納
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
全
年
貢
収
納
分
の
う
ち

社
家
へ
配
当
さ
れ
る
年
貢
高
が
ど
の
程
度
を
占
め
る
も
の
な
の
か
、
社
僧
へ
の
配

分
の
多
少
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

社
家
内
部
で
の
配
当
に
つ
い
て
は
、

(
鍋
)

「
難
波
村
上
納
目
録
」
か
ら
天
保
十
年
の

「
初
納
」
銀
五
百
日
に
つ
い
て
の
配
分
方
法
を
参
照
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、

大
ノ
割
五
拾
目
ツ
ツ

神
子
株
四
軒
へ

同

五
拾
目

一
老
役
壱
人
へ

小
ノ
割
四
拾
目
ツ
ツ

社
家
役
七
軒
へ

と
あ
る
。

「
大
ノ
割
」

「
小
之
割
」
が
如
何
な
る
意
味
な
の
か
、
ま
た
合
計
す
る

と
五
百
目
を
超
過
す
る
こ
と
な
ど
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
年
、

「
中
納

分
」
は
半
分
五
百
日
ず
つ
納
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
分
配
基
準
は
ま
っ
た
く
右

と
同
じ
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
分
配
の
基
準
が
「
神
子
株
」

「
社
家
役
」

の
数
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
4
で
み
え
る
様
に
天
保
十
、
十
一
年
に
か

け
て
「
未
跡
無
之
」
と
し
て
正
式
に
禰
宜
・
神
子
に
つ
い
て
い
な
い
家
も
右
の
配

分
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
家
役
・
神
子
役
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が

年
貢
配
当
の
基
準
で
は
な
く
、
社
家
役
・
神
子
役
の
所
有
が
配
分
の
基
準
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
年
貢
配
当
に
お
い
て
は
社
家
役
(
株
)
の
所
有
が
生
玉
社
家
に

と
っ
て
根
幹
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

も
う
一
つ
の
重
要
な
経
済
基
盤
と
し
て
散
物
・
神
楽
に
よ
る
収
益
が
あ
る
。
天

保
九
年
四
月
九
日
の
「
証
書
」
に
よ
れ
ば
、

証
書

一
去
酉
年
十
二
月
廿
日
ヨ
リ
庚
下
長
門
・
横
山
因
幡
・
上
回
若
狭
、
右
三
人
御

吟
味
之
筋
有
之
候
ニ
付
、
散
物
之
配
分
御
預
り
ニ
相
成
候
処
、
夫
々
御
佐
之

御
沙
汰
之
上
、

一
同
退
役
仕
候
、
依
之
御
預
り
之
散
物
之
配
分
不
残
御
渡
ニ

相
成
、
相
改
、
無
相
違
憶
ニ
受
取
申
候
所
実
正
ニ
御
座
候
、
然
ル
上
ハ
如
先

規
出
勤
之
者
其
勤
ニ
応
し
配
分
可
仕
候
、
為
後
日
依
而
証
書
如
件

天
保

御九
神成
主年
様喜四

月
九
日

大
蔵
大
和

康
下
長
門
・
横
山
因
幡
・
上
回
若
狭
の
三
名
の
禰
宜
は
前
年
の
十
二
月
二
十
日
に

町
奉
行
所
の
吟
味
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
間
三
名
へ
渡
さ
れ
る
予
定

で
あ
っ
た
「
散
物
」
の
配
分
を
神
主
が
預
っ
て
い
た
。
し
か
し
三
名
が
退
役
と
な

っ
た
た
め
、

「
散
物
」
配
分
が
神
主
か
ら
禰
宜
月
番
大
蔵
氏
へ
渡
さ
れ
「
如
先
規
、

出
勤
之
者
其
勤
ニ
応
し
配
分
」
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
①
「
散
物
」
の
配
分
が
禰
宜
の
得
分
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
②

配
分
は
、
禰
宜
の
出
勤
状
況
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

は
、
禰
宜
役
・
神
子
役
の
所
有
が
前
提
の
収
入
で
あ
る
が
、
社
役
を
実
際
に
勤
め

る
こ
と
で
配
分
さ
れ
る
点
に
年
貢
配
分
と
の
追
い
が
あ
る
。
な
お
、
吟
味
中
の
三
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人
が
出
勤
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
な
ぜ
配
分
が
吟
味
中
保
留
さ
れ
て
い
る
か

は
不
明
で
あ
る
。

以
上
、
生
玉
社
家
の
基
本
的
な
収
入
基
盤
を
整
理
す
れ
ば
、
①
禰
宜
役
・
神
子

役
の
所
有
に
と
も
な
う
配
当
、
②
禰
宜
・
神
子
と
し
て
の
出
勤
に
応
じ
て
の
配
当
、

の
二
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
朱
印
地
難
波
村
か
ら
の
年
貢
収

納
の
分
配
を
受
け
る
点
に
お
い
て
、
禰
宜
役
・
社
家
役
の
所
有
者
は
、
生
玉
神
社

の
領
主
的
土
地
所
有
権
の
一
部
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
他
、
戎
講
や
明
神
講
か
ら
の
収
入
ゃ
、
門
前
か
ら
の
祝
儀
・
歳
暮

な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
境
内
地
や
門
前
町
屋
か
ら
の
地

代
収
入
や
、
氏
子
か
ら
の
喜
捨
、
金
融
、
富
閣
な
ど
、
未
詳
の
と
こ
ろ
が
多
く
、

収
入
の
全
体
は
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

門
林
家
の
養
子
入
と
社
家
役
の
株
化

(1)
門
林
家
の
藤
江
家
相
続

近世大坂生玉神社における社家仲間〔山下〕

と
こ
ろ
で
、
人
別
記
載
を
み
て
い
く
と
、
藤
江
家
に
天
保
十
一
年
に
突
如
と
し

て
主
税
以
下
七
名
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
主
税
が
家
族
下
男
を
と
も
な
っ
て
入

家
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
税
に
あ
た
る
人
物
が
、
門
林
佐
五
兵
衛
で

あ
る
。
右
で
み
て
き
た
社
家
の
家
相
続
の
あ
り
方
の
な
か
で
、
な
ぜ
和
泉
の
農
村

か
ら
、
都
市
大
坂
で
有
数
の
神
社
、
生
玉
社
家
の
養
子
と
し
て
入
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
相
続
に
い
た
る
よ
り
以
前
の
状
況
を
、
断
片
的
な
史
料
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
み
て
お
こ
う
。

さ
き
に
み
た
宮
本
播
磨
の
神
子
「
悪
キ
風
間
」
の
一
件
の
な
か
で
、
参
考
す
る

先
例
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
近
頃
宮
本
播
磨
神
子
織
女
ニ
世
間
ニ
専
ら
悪
キ
風
間
有
之
候
ニ
付
、
仲
間
之

先
例
ニ
而
六
ヶ
年
以
前
午
年
七
月
ニ
藤
江
近
江
悪
キ
風
間
有
之
候
節
、
同
人

義
病
気
引
ニ
而
退
役
ニ
相
成
、
仲
間
中
度
々
寄
合
相
札
之
上
翌
年
未
九
月
退

身
ニ
而
山
崎
社
家
津
田
主
馬
方
へ
引
取
ニ
相
成
侠
先
例
も
有
之
、
此
度
油
も

急
度
相
調
候
筈
之
処
、
仲
間
無
人
ニ
付
、
大
蔵
大
和
杉
む
ら
両
人
殿
格
別
之

(
a
v
 

憐
感
ヲ
以
一
札
取
置
候
事

藤
江
近
江
は
、
六
年
以
前
午
(
天
保
五
)
七
月
に
「
悪
キ
風
間
」
の
た
め
病
気
を

理
由
に
退
役
し
た
。
そ
の
後
仲
間
中
の
寄
合
で
取
り
調
べ
た
上
、
翌
年
九
月
に
生

玉
か
ら
退
き
、
山
崎
社
家
津
田
主
馬
方
へ
引
き
取
ら
れ
た
。
実
質
的
に
仲
間
に
よ

っ
て
追
放
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
山
崎
社
家
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

(GV 

次
に
確
認
で
き
る
史
料
は
、
門
林
家
の
入
家
交
渉
段
階
で
の
書
状
で
あ
る
。
神

71ー

社
側
と
門
林
家
を
仲
介
す
る
人
物
が
門
林
家
へ
送
っ
た
害
状
と
思
わ
れ
る
。
左
に

引
用
す
る
史
料
の
前
文
部
分
に
は
、
①
藤
江
近
江
の
借
財
は
表
7
の
よ
う
に
な
っ

藤江近江の借財

借用先

離龍村

神主方から分配米を引当に

荒物屋丑まつ

小物屋利右衛門

荒物屋丑まつ

吉町屋佐一

岡屋丸兵申

表7

借用高

銀430目
金2両 2歩

金お両

金 2両2朱

金3両

金 3歩
銭&冊。文

て
い
た
こ
と
、
②
大
島
勘
解
由
な
る
人
物
が
借
財

典拠門林啓三氏所蔵史料[引出りー37-9-5]
より作成。

の
返
済
を
引
き
受
け
る
と
と
も
に
、
仲
間
へ
の
持

参
金
三

O
両
な
ら
び
に
祝
儀
を
差
入
れ
る
こ
と
を

約
束
し
、
「
藤
へ
元
四
郎
実
父
早
川
内
記
」
と
藤

(“v 

江
近
江
ら
が
三
五
両
を
受
け
と
っ
た
こ
と
が
み
え

「
悪
キ
風
間
」
と
は
、

ど
、
つ
や

る
。
藤
江
近
江
の

ら
借
財
問
題
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を
立
替
え
、

持
参
金
を
仲
間
へ
差
入
れ
て
い
る
手
続
き
を
経
て
、
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大
島
は
社
家
仲
間
へ
加
わ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
島
は
そ
の
後
不
縁
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
引
き
受
け
た

借
銀
分
が
再
び
問
題
と
な
っ
た
。

:
・
尤
勘
解
由
方
ヨ
リ
最
初
一
ニ
拾
五
両
持
参
[

]
可
及
三
拾
五
両
、
都
合
七

拾
両
ニ
相
成
候
儀
ニ
而
御
座
候
、
当
時
人
拾
両
と
申
上
ハ
、
勘
解
由
不
縁
之

勘節
解
由神
方主
へ先
相陸
弁奥
へ正
、始

右社
利家
足一
去統
ル連
申印
年ヲ
ヨ 以
リ七
当月拾
亥露両
五望外
月方
迄 ヨ
之リ
利か
足 り
、請

月
員々。

壱
弐
相
渡
し
有
之
候
儀
ニ
御
座
候
、
尤
当
五
月
分
ハ
不
足
仕
候
、
夫
故
八
拾

両
デ
無
之
ハ
譲
渡
し
之
様
少
し
六
ケ
敷
儀
と
私
ニ
於
テ
も
如
何
と
奉
存
候
、

右
等
早
々
取
調
候
問
、
火
急
ニ
申
越
し
候
様
被
仰
開
候
故
、
具
ニ
申
上
候
問
、

可
然
様
御
承
知
被
成
下
而
、
尊
君
様
御
世
話
被
成
候
方
、
追
々
可
[
然
]
被

仰
遥
候
而
相
[
分
]
次
第
早
々
私
方
迄
御
申
越
し
被
下
度
様
、
是
亦
別
段
ニ

相
頼
上
候
、
尚
其
余
ハ
[
書
]
面
[
万
々
]
御
噺
奉
申
上
候
、
早
々

五
月
十
五
日
[

] 

尚
々
藤
江
方
銀
方
之
儀
ハ
長
町
四
丁
目
山
田
屋
源
兵
衛
と
申
方
ニ
而
有
之
候
、

当
時
藤
江
方
名
前
之
儀
ハ
源
兵
衛
体
与
治
郎
と
申
者
ニ
い
た
し
有
之
候
、
是

等
之
儀
ハ
私
承
り
、
夫
々
承
知
仕
居
候
得
共
、
筆
紙
ニ
何
分
い
し
か
た
く
故
、

《
絹
)

乍
存
不
申
上
候
間
左
様
御
心
得
置
可
被
下
候
、
以
上

大
島
か
ら

君
側

警
れ

事
持

蓄
な
ど
を
含
め
て
七。
両
で
あ

し
か
し
大
島
と
の
仲
が
不
縁
と
な
っ
た
た
め
、
そ
の
分
を
大
島
へ
返
却
す
る
必
要

が
生
じ
た
。
そ
の
金
に
つ
い
て
は
神
主
・
社
家
一
統
が
連
印
し
て
「
外
方
」
か
ら

借
用
す
る
こ
と
で
処
理
さ
れ
た
。
神
主
の
社
家
一
統
の
借
財
と
か
わ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
借
財
は
元
利
を
含
め
八

O
両
に
な
っ
て
い
た
。
尚
々
書
以
下
で
は
、

「
外
方
」
が
長
町
四
丁
目
の
山
問
屋
源
兵
衛
で
あ
る
こ
と
、

「
藤
江
方
名
前
」
は

源
兵
衛
の
体
与
治
郎
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
み
え
る
。

こ
う
し
て
借
財
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
仲
介
入
は
出
資
者
を
探
し
、
そ
れ
に

応
じ
た
門
林
家
が
藤
江
家
へ
入
家
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
経
過

を
整
理
し
て
お
こ
う
。

①
藤
江
近
江
の
借
財
は
、

(
i
)
特
定
の
町
人
か
ら
の
も
の
、

(

u

)

難
波
村
、

(

m

)

分
配
米
の
前
借
の
=
一
つ
に
分
類
で
き
る
。

(

I

)

は
個
別
的
関
係
で
あ
り
、

内
実
は
未
詳
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
(

n

)

(

・m)
で、

(

n

)

領
知
で
あ
る

難
波
村
か
ら
多
額
の
借
財
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
合
、
特
定
の

百
姓
と
の
関
係
で
は
な
く
、
村
財
政
か
ら
の
借
財
で
あ
ろ
う
。
生
玉
社
家
に
と
っ

て
難
波
村
は
単
に
年
貢
を
収
奪
す
る
対
象
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
金
融
面
で
社

家
を
支
え
る
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
方
で
難
波
村
に
こ
う
し
た
財

源
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

(
凹
)
は
、
神
主
方
か
ら
の
分
配
米
で
あ

る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
難
波
村
か
ら
の
年
貢
の
配
当
分
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
借
り

し
て
い
た
の
で
あ
る
、
っ
。

②
藤
江
近
江
の
追
放
は
、
社
家
仲
間
の
相
談
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
て
お
り
、
社

家
の
相
続
が
社
家
仲
間
の
主
導
で
行
わ
れ
て
い
る
。
社
家
仲
間
に
と
っ
て
、
構
成

員
の
借
財
問
題
は
、

「
悪
キ
風
間
」
と
し
て
見
な
さ
れ
、
仲
間
か
ら
の
排
除
す
る

に
十
分
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
社
家
仲
間
に
よ
る
合
意
が
あ
っ
て
家
督
の
相
続
が

可
能
な
生
玉
社
家
中
の
性
格
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
よ
う
。

③
借
財
を
一
時
期
立
て
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
大
島
勘
解
由
は
、
自
ら
が
禰
宜

ヮ“司，



役
を
相
続
し
、
社
役
を
勤
め
る
こ
と
を
目
論
ん
で
の
出
資
で
あ
っ
た
。
仲
間
へ
の

多
額
の
披
露
目
料
を
払
っ
て
社
家
仲
間
へ
加
入
し
、
禰
宜
の
社
役
を
勤
め
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
社
家
役
の
所
有
と
役
の
勤
務
が
即

自
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
大
島
の
退
去
後
に
出
資
す
る
長
町
の
山
田
屋
は
、

名
義
を
自
ら
の
子
息
に
与
え
て
い
る
が
、
表
4
に
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
よ
う
に
、

名
義
だ
け
の
存
在
に
留
ま
る
。
社
役
を
勤
め
て
い
る
形
跡
は
な
く
、
質
草
と
し
て

社
家
株
へ
出
資
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
社
家
株
の
所
有
と
社
役
の
勤
務

が
分
離
し
た
状
態
と
い
え
よ
う
。

禰
宜
役
の
回
復
の
た
め
、
ま
た
神
主
・
社
家
が
抱
え
た
借
財
を
解
消
す
る
た
め
、

た借
も 財
の を
と 立
恩て

託す
る;

そ石

?役
苧 を
和 m

E P 
型 X
C 物
れ m

た 24

2霊
門 r

林世
家町
明人

£主
つ 岨

た富 E
o -， -1T 

わ
れ

(2)
入
家
交
渉
と
生
玉
社
家

藤
江
家
の
相
続
に
あ
た
っ
て
、
神
社
側
と
門
林
家
双
方
か
ら
証
文
が
取
り
交
さ

近世大坂生玉神社における社家仲間〔山下〕

れ
た
。
交
渉
段
階
で
の
証
文
の
雛
方
が
残
っ
て
い
る
。
門
林
家
か
ら
差
入
れ
ら
れ

た
証
文
を
み
よ
う
。

為
取
替
約
定
一
札
之
事

一
此
度
其
御
仲
間
藤
江
要
人
郎
殿
持
屋
敷
、
金
子
入
拾
両
之
[
応
]
対
ヲ
以
御

譲
り
被
下
候
約
定
仕
候
処
実
正
也
、
然
ル
処
当
時
金
拾
弐
両
右
約
定
金
と
し

て
差
入
申
候
処
、
御
請
被
下
、
尤
来
ル
何
年
何
月
ニ
皆
済
仕
侠
約
束
ニ
御
座

候
、
其
節
ハ
表
名
前
ニ
而
社
用
相
勤
可
申
旨
被
仰
聞
、
承
知
仕
候
、
則
皆
済

迄
ハ
代
香
ニ
而
相
勤
可
申
候
様
之
段
、
且
定
亦
承
知
仕
候
、
若
又
皆
済
迄
ニ
其

御
仲
間
ヨ
リ
彼
是
申
懸
ヶ
被
成
候
節
ハ
約
定
金
御
戻
L
被
下
、
此
方
ヨ
リ
無

拠
義
出
来
仕
候
而
引
取
候
節
ハ
、
則
差
入
置
候
金
子
差
戻
し
不
被
下
候
と
も
、

其
節
ハ
一
切
申
分
無
之
候
、
為
後
日
品
川
而
一
札
如
件

但
し
金
入
拾
両
之
内
へ
拾
弐
両
差
入
申
候
、
難
波
村
ヨ
リ
借
用
仕
、
銀
四

百
品
川
匁
、
代
金
七
両
、
差
し
引
六
拾
壱
両

右
但
し
書
之
金
子
皆
済
仕
候
節
ハ
、
内
金
壱
両
弐
歩
御
用
捨
可
被
下
之
応

対
ニ
御
座
候

惣
差
引

金
五
拾
九
両
弐
歩
、
右
之
金
子
ハ
来
ル
子
正
月
晦
日
限
り
皆
済
仕
候
、
巳
上

年
号

譲
り
請
人
也

{ 
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い
く
つ
か
内
容
が
未
確
定
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
交
渉
段
階
の
も
の
と
推
定
す
る
。

内
容
を
み
よ
う
。
約
定
は
、

「
其
御
仲
間
」
藤
江
要
人
郎
持
屋
敷
を
金
子
八
O
両

で
譲
渡
す
る
形
で
取
り
交
さ
れ
て
い
る
。
要
人
郎
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
一
二
両
の
約
定
金
が
契
約
と
同
時
に
差
入
れ
ら
れ
、
残
る
金
額
の
納
入
期

限
は
未
定
と
な
っ
て
い
る
。
単
な
る
屋
敷
売
買
で
な
い
こ
と
は
、
続
く
部
分
か
ら

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
①
残
銀
が
納
入
さ
れ
れ
ば
「
表
名
前
」
で
社
用
を
勤
め
、

皆
済
ま
で
は
「
代
香
」
で
勤
め
る
、
と
い
う
条
件
と
、
②
皆
済
ま
で
「
其
御
仲
間
」

か
ら
申
し
懸
け
ら
れ
て
社
家
を
退
い
た
場
合
は
、
約
定
金
を
戻
す
こ
と
、
逆
に
こ

ち
ら
か
ら
引
き
取
っ
た
場
合
は
、
差
入
れ
た
約
定
金
は
返
却
さ
れ
な
い
、
と
い
う

条
件
で
あ
る
。
屋
敷
売
買
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
社
家
が
売
買
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さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
「
表
名
前
」
と
「
代

番
」
の
差
異
で
あ
る
。
代
金
を
完
済
す
る
こ
と
で
「
表
名
前
」
を
名
乗
れ
、
そ
こ

で
は
じ
め
て
正
式
な
構
成
員
と
な
り
え
た
。
表

4
で
人
別
の
先
頭
に
半
次
郎
が
書

か
れ
続
け
た
の
は
、
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
か
と
恩
わ
れ
、
主
税
は
代
香
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
。

仲
間
が
屋
敷
売
却
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
点
は
、
借
財
を
神
主
・
仲
間
と
し
て

立
て
替
え
た
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
、
社
家
が
居
住
す
る
屋

敷
は

仲
間
の
共
同
所
有
で
あ
り

私
的

処
分
し
う
る
性
格
の
も
の
で
な
u、
」

と
を
示
し
て
い
る
。

一
節
で
確
認
し
た
社
家
の
屋
敷
空
間
が
一
括
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

右
に
み
た
害
状
の
ほ
か
に
も
、
売
買
に
あ
た
っ
て
条
件
面
を
確
認
し
た
書
状
が

残
っ
て
い
る
。
金
額
に
つ
い
て
は
ま
だ
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
差
出
・
宛
先
も

み
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
門
林
家
か
ら
社
家
株
の
仲
介
者
に
対
し
て
出
さ
れ
た
書

状
の
下
書
き
か
と
思
わ
れ
る
。

藤
恵
家
相
続
ニ
付
譲
り
受
取
締
之
事

金
高内

残
金

来
春
差
入

代

拝
借
ニ
い
た
し
、
証
文
相
改
ノ
事

一
当
時
相
談
行
届
、
名
前
切
か
へ
ニ
成
り
候
ハ
、
、
当
戊
年
納
り
方
配
当
之

分
相
渡
り
候
哉
、
尋
ノ
事

一
名
前
切
か
へ
の
節
、
奉
行
所
届
入
用
、
何
程
相
懸
り
候
事

一
年
頭
は
御
番
所
へ
出
候
欺
、
供
廻
り
何
人

一
御
社
家
年
頭
八
朔
ハ
祝
儀
向
キ
定
例
物
有
之
候
欺

一
御
社
家
当
時
御
名
前
相
尋
之
事

一
氏
子
何
程
井
ニ
氏
子
余
勢
壱
軒
別
ニ
相
納
り
候
哉

一
社
家
屋
敷
関
口
・
奥
行
弁
際
面
之
事

一
御
神
事
之
節
持
道
具
、
供
廻
り
何
人

装
束表

一
奉
行
所
出
は
、
次
上
下
敷

一
槍
は
持
ス
欺
、
但
し
な
し
欺

御御
宮ミ
さヤ

義喜
日日
々弁
割当
ニ持
御参
座ニ
候而
哉書相

勤
候
事
欺

質
問
は
、

一
四
ヶ
条
に
わ
た
っ
て
い
る
。
大
き
く
わ
け
る
と
、
社
家
の
財
政
基
盤

収
入
に
つ
い
て
(
@
安
Mg
、
社
家
の
名
前
平
屋
敷
規
模
(
⑤
⑦
)
、
届
出
や
祝
儀
、

当
番
に
懸
か
る
費
用
(
②
④
⑮
)
、
服
装
や
持
ち
物
供
廻
り
人
数
に
つ
い
て
(
③

⑨
⑤
⑩
⑪
⑫
⑬
)
に
つ
い
て
、
と
な
ろ
う
。
収
支
や
屋
敷
の
大
き
さ
に
つ
い
て
関
心

を
寄
せ
る
の
は
、
数
十
両
も
の
出
資
を
す
る
立
場
と
す
れ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
右

の
質
問
か
ら
は
、
質
問
者
が
社
家
の
名
前
や
装
束
な
ど
ま
っ
た
く
知
識
を
持
っ
て

い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
問
合
せ
に
対
す
る
返
答
と
思
わ
れ
る
七
月
十
二

日
付
の
書
状
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
七
月
十
四
日
に
入
家
と
な
る
の
で
、
最
終
局
面

で
の
書
状
で
あ
る
。
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貴
墨
恭
拝
見
仕
り
、
知
仰
秋
暮
甚
敷
御
座
候
処
(
中
落
)

一
前
文
ニ
申
上
之
通
、
段
々
先
方
へ
懸
合
候
処
、
金
九
拾
両
迄
ニ
相
成
申
候

問
、
是
辺
ニ
て
御
先
方
へ
可
然
御
相
談
可
被
下
侠
事

一
社
家
地
面
之
義
ハ
拝
領
地
ニ
御
座
候
事

一
年
中
勤
方
之
義
ハ
神
拝
月
六
斉
ニ
有
之
候
事

一
定
例
出
勤
之
銘
々
、
四
五
日
日
ニ
神
楽
所
詰
有
之
候
事

一
収
納
之
義
ハ
先
日
御
哨
申
上
置
候
得
共
、
又
々
御
尋
ニ
付
申
上
候

先
六
朱
斗
之
利
合
相
当
り
可
申
候
事

右
之
通
、
外
ニ
六
ヶ
敷
勤
向
之
義
ハ
御
座
な
く
候
事
、
尚
又
委
細
ハ
御
拝
顔

【
同
開
)

之
上
可
申
上
候
、
乍
延
引
御
報
穿
、
如
斯
御
座
候
(
以
下
略
)

ま
ず
、
売
買
金
額
が
九
O
両
に
な
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
最
終
的
に
は
入
O
両

で
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
が
、
借
財
の
額
と
見
比
べ
な
が
ら
交
渉
が
進
め
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
。
続
い
て
社
家
地
面
が
拝
領
地
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

屋
敷
規
模
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
返
答
と
思
わ
れ
る
が
、
自
由
に
売
買
で
き

近世大坂生玉神社における社家仲間〔山下〕

る
性
格
の
土
地
で
な
い
こ
と
を
伝
え
た
の
だ
ろ
う
。
財
源
に
関
し
て
は
収
納
に
つ

い
て
の
返
答
部
分
に
、

「
六
朱
」
の
利
に
な
る
、
と
み
え
る
。
こ
れ
が
ど
う
い
う

意
味
か
不
明
だ
が
、
出
資
に
対
し
て
六
朱
分
の
儲
け
に
な
る
、
と
い
う
意
味
合
い

で
あ
ろ
う
か
。
利
潤
を
生
み
出
す
投
資
だ
と
い
う
こ
と
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
返
答
の
な
か
で
注
目
し
た
い
の
が
、
仕
事
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
出

勤
日
に
つ
い
て
は
「
神
拝
」

「
月
六
斉
」

(
月
六
回
)
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は

社
役
に
つ
い
て
み
た
表
5
の
内
容
と
符
合
す
る
。
も
う
一
つ
の
職
分
で
あ
る
神
楽

所
へ
の
出
勤
に
つ
い
て
は
「
四
五
日
目
」
に
詰
め
る
、
と
あ
り
、
こ
れ
ま
た
一
致

す
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
最
後
の
一
文
で
、
社
家
の
仕
事
に
つ
い
て
「
外

ニ
六
ケ
敷
勤
向
之
義
」
は
な
い
、
と
述
べ
る
。
神
職
者
と
い
え
ば
、
特
殊
な
知
識

や
技
能
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
返
答
文
か
ら
は
そ
う
し
た

点
は
窺
え
な
い
。
売
買
交
渉
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
月
に
六
回
の
神
拝
と
、
四
五
日
に
一
回
の
神
楽
所
詰
め
を

し
て
お
け
ば
、
ほ
か
に
な
ん
ら
難
し
い
仕
事
は
な
い
、
と
い
う
返
答
は
、
生
玉
神

社
に
つ
い
て
知
識
を
も
た
ず
、
社
家
の
名
前
す
ら
知
ら
な
い
人
物
が
社
家
と
し
て

加
入
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
出
資
者
に
対
し
て
専
門
的
な
職
分
は

求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

お
わ
り
に
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前
近
代
日
本
の
神
社
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
は
神
仏
習
合
と
い
う
性
格
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
生
玉
神
社
は
、
そ
の
意
味
で
も
-
般
性
を
有
す
る
。
空
間
構
成
に
お

い
て
も
内
部
集
団
に
お
い
て
も
、

α神
社
系
統
と

F
寺
院
系
統
が
、
対
等
な
立
場

で
併
存
す
る
特
徴
を
も
っ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
集
団
と
し
て
存
立
し
え
て
い
た
の
は
、

安
定
的
な
年
貢
収
納
一
神
楽
や
奏
銭
の
収
入
と
と
も
に
氏
子
園
か
ら
の
収
入
に
あ

る
。
さ
ら
に
は
、
生
玉
神
社
が
名
所
図
会
に
描
か
れ
る
ほ
ど
商
品
化
し
た
空
間
を

内
包
し
て
い
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
神
社
の
内
部
集
団
を
支
え
る
経
済
的
基
盤
の

全
貌
や
、
氏
子
の
実
態
な
ど
ま
だ
ま
だ
未
解
明
な
点
が
多
く
、
残
し
た
課
題
は
多
い

が
、
本
稿
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、
社
家
の
仲
間
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
お
こ
う
。

生
玉
神
社
の
神
職
者
は
、
神
主
松
下
氏
を
ト
ッ
プ
と
し
、
そ
の
も
と
で
禰
宜
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神
子
を
輩
出
す
る
七
軒
の
「
家
」
か
ら
な
る
社
家
仲
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
。
社
家
仲
間
内
部
は
、
藤
次
の
秩
序
に
基
づ
く
フ
ラ
ッ
ト
な
結
合
関
係
に
あ
っ

た
。
仲
間
へ
の
加
入
・
退
去
に
際
し
、
仲
間
へ
の
披
露
目
が
必
要
で
あ
る
点
は
、

他
の
共
同
組
織
と
同
じ
で
あ
る
。
社
家
固
有
の
職
分
(
「
社
役
」
)
は
、
神
拝
と
神

楽
へ
の
出
仕
で
あ
っ
た
。

社
家
の
収
入
の
基
本
的
な
源
泉
は
、
朱
印
地
か
ら
納
め
ら
れ
る
年
貢
と
社
役
の

出
勤
に
応
じ
た
神
楽
科
奏
銭
に
あ
り
、
そ
の
配
分
は
、
前
者
が
禰
宜
役
・
神
子

役
の
所
有
を
基
準
と
し
、
後
者
が
出
勤
実
績
を
基
準
と
し
て
い
た
。
朱
印
地
は
神

社
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
配
分
を
受
け
る
社
家
仲
間
は
、
領
主
的

な
性
格
を
分
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
神
楽
・
奏
銭
は
、
社
殿

な
ど
で
神
拝
を
行
い
、
施
主
の
意
向
に
基
づ
い
て
神
楽
を
行
う
こ
と
で
、
対
価
を

得
る
点
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
職
能
に
基
づ
く
勧
進
行
為
と
同
質
と
い
え
よ
う
。

Jて

クー
ト般
Jレ』こ

zt 
りま
所会
有に
とお
経い
営て
が地
分位
離干
し役
て職
いは
く菖権

利
た化
だし

」株
生化
玉・
神商
社品
の化
社す
家る

仲
間
の
場

全
職
分
の
専
門
性
を

議
す
れ
l;f 

本
来
的
に
は
役
の
所
有
者
と
職
分

の
担
い
手
は
分
離
し
に
く
い
性
格
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、
生
玉
神

社
の
場
合

仲
間
""-
加
入
す
る
際

は
常

社
家
仲
間
と
神
主
の
承
認
手
続
き
が

必
要
で
、
個
人
に
よ
る
自
由
売
買
に
は
、
一
定
の
歯
止
め
が
掛
っ
て
い
た
。
社
家
庭

下
家
""-
天
王
寺
村
の
庄
屋
家
か
ら
養
子
相
続
を
す
る
場
A、
ロ

庄
屋
家
の
親
族
の
書

き
上
げ
が
必
要
で
あ
っ
た
様
に
、
誰
で
も
社
家
仲
間
の
構
成
員
に
な
れ
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
藤
江
家
の
借
財
問
題
に
端
を
発
し
、
門
林
家
が
養
子
入
り
を
し
て
い

く
過
程
で
は
、
禰
宜
株
が
実
質
的
に
質
入
・
売
買
さ
れ
、
名
義
だ
け
の
社
家
が
登

場
し
て
お
り
、
物
権
化
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【註】(
l
)
伊
藤
毅
『
都
市
の
空
間
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
三
な
ど
。

(
2
)
明
治
初
年
の
廃
仏
致
釈
に
よ
り
社
僧
は
生
玉
神
社
か
ら
退
い
て
ゆ
き
(
「
新
修
大
阪

市
史
』
第
五
巻
)
、
社
殿
は
一
九
四
五
の
空
襲
に
て
消
失
す
る
。

(
3
)
近
世
の
池
田
下
村
や
門
林
家
に
つ
い
て
は
本
号
掲
載
の
合
同
調
査
報
告
書
を
参
照
い

た
だ
き
た
い
。

(
4
)
吉
閏
伸
之
「
巨
大
城
下
町
J
江
戸
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
」
近
世
五
、
一
九
九
五
、

の
ち
同
『
巨
大
城
下
町
江
戸
の
分
節
構
造
」
山
川
出
版
社
、
二

O
O
O所
収
)
な
ど
。

(
5
)
こ
の
点
「
大
阪
天
満
宮
史
の
研
究
」

1
(大
阪
天
満
宮
史
料
室
、
思
文
閣
出
版
、
一

九
九
一
)
、

2
(問
、
岡
、
一
九
九
三
)
が
、
現
在
都
市
大
坂
研
究
に
お
い
て
も
っ

と
も
進
ん
だ
神
社
社
会
研
究
の
成
果
と
い
え
よ
う
。

(
6
)
門
林
啓
三
氏
所
蔵
史
料
[
引
出
ろ
|
5
]
。
以
下
で
は
、
同
史
料
群
を
引
用
す
る
場

合
は
史
料
番
号
の
み
表
記
す
る
。

(
7
)
絵
図
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
大
阪
歴
史
博
物
館
八
木
滋
氏
の
ご
教
示
を
え
た
。

(
8
)
前
年
に
出
さ
れ
た
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
「
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
」
な
ど
、
寛
文
期
の

宗
教
政
策
な
ど
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
9
)

「
摂
津
名
所
図
会
大
成
」
に
は
、
弁
財
天
堂
が
北
向
人
格
宮
の
北
側
に
あ
り
、
例
年

正
月
に
福
の
富
(
刷
)
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
生
王
社
僧
南
坊
が
守
っ
て
い
る
こ

と
が
み
え
る
。

(m)
お
な
じ
く
「
摂
樟
名
所
図
会
大
成
」
に
よ
れ
ば
、
生
玉
の
社
司
が
守
っ
て
い
る
と
あ
る
。

(
日
)
安
政
年
間
に
成
立
す
る
「
摂
津
名
所
図
会
大
成
」
に
も
こ
の
構
成
は
変
ら
な
い
。

(
立
)
竹
ノ
内
雅
人
「
神
社
と
神
職
集
団

l
江
戸
に
お
け
る
神
職
の
諸
相

i」
(
吉
田
伸
之

編
『
寺
社
を
さ
さ
え
る
人
び
と
』
古
川
弘
文
館
、
二

O
O七
)
に
よ
れ
ば
、
江
戸
で

は
神
職
者
が
存
在
す
る
神
社
よ
り
も
修
験
な
ど
が
勤
め
る
社
僧
の
み
の
神
社
が
圧
倒

的
に
多
い
。
大
坂
の
神
社
(
小
社
を
含
む
)
の
全
体
の
な
か
で
、
生
玉
神
社
の
よ
う

な
事
例
が
い
か
に
位
置
づ
く
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
臼
)
[
引
出
と

l
m
]
。
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(
凶
)
「
月
番
帳
」
に
よ
れ
ば
、
天
保
十
年
に
は
、
人
別
改
め
に
携
わ
っ
た
人
物
と
し
て
大

蔵
・
宮
本
と
神
子
中
が
書
か
れ
、
そ
の
他
の
社
家
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
人
別
改
め

は
社
家
の
代
表
が
立
ち
会
、
つ
だ
け
の
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

(
同
)
「
月
番
根
」
[
引
出
と
3
]
。
社
家
の
人
別
は
、
天
保
九
年
以
外
、
毎
年
「
月
番

帳
」
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

(
時
)
現
調
査
段
階
で
、
門
林
啓
三
氏
史
料
群
に
は
、
「
月
番
帳
」
(
天
保
入
1
十
三
年
分
)
、

「
賄
帳
」
(
天
保
九
1
十
三
年
分
)
が
確
認
で
き
る
。

(
ロ
)
井
上
智
勝
「
神
道
者
」
(
高
埜
利
彦
「
民
間
に
生
き
る
宗
教
者
」
吉
川
弘
文
館
、
ニ

0
0
0
)
、
塚
田
孝
『
近
世
大
坂
の
都
市
社
会
史
』
(
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
七
)

で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
坂
で
「
神
職
」
の
語
は
、
「
町
神
職
」
す
な
わ
ち
乞
食
H

勧
進
層
の
宗
教
者
を
指
す
用
例
が
み
ら
れ
る
。

(
川
崎
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
日
]
。

(
四
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ

l
邸
]
。

(
幼
)
「
月
番
帳
」
に
は
、
天
保
人
年
に
庚
下
伊
織
が
裁
許
状
願
を
出
し
て
い
る
が
、
改
名

願
に
つ
い
て
は
み
え
な
い
。
理
由
は
今
の
所
わ
か
ら
な
い
。

(
担
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
と
1
3
]
。

(
忽
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
9
]
。

(
お
)
天
保
人
年
に
、
周
防
は
日
光
へ
参
拝
に
赴
い
た
後
、
江
戸
で
病
に
な
り
帰
れ
ず
、
翌

年
四
月
に
退
役
と
な
る
。

(
包
)
「
月
番
長
」
[
引
出
ほ
|
9
]
。

(
お
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
9
]
。

(
お
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
|
日
]
。

(
釘
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
回
]
。

(
お
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
l
M
]
。

(
m
U
)

西
国
か
ほ
る
「
神
子
」
(
高
埜
利
彦
編
『
近
世
の
身
分
的
周
縁
1

宗
教
者
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
O
)
0

8
[引
出
り

l
u
l
l
]
。

(
泊
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
9
]
。

(
沼
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
|
9
]
。

近世大坂生玉神社における社家仲間〔山下〕

民
間
に
生
き
る

(
お
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
出
]
。

(
誕
)
月
並
以
外
の
出
勤
日
も
数
多
く
記
載
さ
れ
、
内
容
も
複
数
あ
る
た
め
、
社
家
の
職
分

は
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
の
出
勤
日
も
神
拝
は
ほ
ぼ

欠
か
さ
ず
記
載
さ
れ
て
お
り
、
神
拝
が
基
本
的
な
社
役
で
あ
る
。

(
お
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
回
]
。

(
お
)
[
引
出
に
!
日
]
。

(
計
)
「
毎
日
散
物
弁
神
楽
留
」
[
引
出
に
|
路
]
。

(
お
)
「
月
番
長
」
[
引
出
ほ
|
9
]
。

(
ぬ
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
日
]
。

(
却
)
[
引
出
に
お
]
。

(
但
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
9
]
。

(
必
)
「
月
番
帳
」
[
引
出
ほ
|
日
]
。

(
必
)
[
引
出
?
i
U
9
4
]
。

(
品
)
請
人
と
し
て
小
物
屋
利
右
衛
門
が
連
名
に
加
わ
っ
て
い
る
。

(
必
)
[
引
出
町
I
U
1
9
5
]
。

(
岨
)
門
林
家
が
生
玉
神
社
と
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
く
理
由
の
一
つ
に
、
水
車
稼
ぎ
を
生

業
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
通
面
に
お
い
て
都
市
大
坂
と
関
係
が
深
か
っ
た

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
し
門
林
家
の
天
保
期
の
経
営
状
況
が
、
斜
陽
期
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
史
料
が
多
く
散
見
で
き
る
た
め
、
家
の
経
営
を
総
合
的
に
考
察
し
た

う
え
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

(

C

)

[

引
出
り
l
釘
1
8
1
2
]
。

(
川
崎
)
[
引
出
り

l
釘
9
|
1
]
。

(
却
)
[
引
出
り
!
釘
1
9
1
5
]
。

(
印
)
井
上
註
(
げ
)
、
塚
田
註
(
げ
)
、
竹
ノ
内
註
(
ロ
)
な
ど
に
よ
り
、
都
市
に
お
け

る
神
職
者
の
地
位
が
株
化
し
て
い
る
事
例
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
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